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埼玉労働局労働基準部健康安全課
課長 繁野 北斗

令和４年度埼玉建設工事関係者連絡会議

第13次労働災害防止計画の進捗と今後の連絡会議の進め方について
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埼玉県第13次労働災害防止計画の進捗（建設業）

死亡災害

埼玉第13次労働災害防止計画に定める建設業の目標

 死亡者数を平成29年と比較して、令和４年までに50％以上減少させ６人以下とする。

 計画期間中の累計死亡者数を、前期と比較して20％以上減少させ49人以下とする。

※ 平成30年～令和3年の死亡者が41人であることから８人以下で目標達成

※ 新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く
出展：死亡災害報告、労働者死傷病報告

死傷災害
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建設業における墜落・転落防止対策の検討
～「建設業における墜落・転落防止対策の充実強化に関する実務者会合」～

○ 趣 旨

建設業における墜落・転落による死亡災害は長期的に減少傾向
にあるが、建設工事の現場においては、今なお墜落・転落による
死亡災害が最も多い。

このため、建設業における墜落・転落災害の防止対策を一層充
実強化していくために、労働安全衛生法令の改正も視野に必要な
方策について検討することとする。

○ 検討事項

（１）足場等からの墜落・転落防止対策（「より安全な措置」等
を含む）のあり方について

（２）屋根等の端からの墜落・転落防止対策のあり方について
（３）その他

（参集者 令和４年９月時点）

遠藤 雅一 日建リース工業(株)技術安全本部長

大幢 勝利 (独)労働者健康福祉機構労働安全衛生総合研究所

研究推進・国際情報センター長

小岸 昭義 (株)OGISHI代表取締役

蟹澤 宏剛 芝浦工業大学建築学部建築学科教授【座長】

鈴木 央 (株)鈴木組代表取締役

込田 幸吉 (株)こみた建築代表取締役社長

杉森 岳夫 全国仮設安全事業協同組合安全監理部長

関根健太郎 関根建設(株)専務取締役

武石 和彦 (一社)仮設工業会技術審議役

南雲 隆司 (株)タカミヤ執行役員
開発本部本部長

本多 敦郎 日本建設業連合会安全委員会安全対策部会長
鹿島建設(株)安全環境部長

青木 富三雄 住宅生産団体連合会環境・安全部長

最川 隆由 全国建設業協会労働委員会委員
西松建設(株)安全環境品質本部安全部長

西田 和史 建設業労働災害防止協会技術管理部長
（敬称略）

（オブザーバー）

国土交通省大臣官房技術調査課

国土交通省不動産・建設経済局建設市場整備課

○ 開催状況

第１回：平成30年５月 第２回：平成30年８月

第３回：平成30年10月 第４回：平成31年１月

第５回：令和４年７月 第６回：令和４年８月

第７回：令和４年９月

○ 会合における主な論点

（１）屋根・屋上の端等からの墜落災害防止対策について（法令
周知・教育等）

（２）足場の通常作業中の墜落災害防止対策について
① 足場の安全点検の強化について
② 一側足場の取扱いについて

（３）足場の組立・解体中の墜落災害防止対策について 3



• デジタル技術等新技術の活用・反映、高所作業従事者の安全衛生教育の在り方の情報収集等

建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化
に関する実務者会合報告書概要

• 建設業における労働災害は長期的には減少しているものの、未だに300人近くの方が亡くなっている（令和３年は288人）。

• 建設業における死亡災害、死傷災害で最も多い災害は墜落・転落災害であり、死亡災害では約4割、死傷災害の３割を占めている。

• 建設業における死亡災害を墜落箇所別に見ると、屋根等の端・開口部からが約３割、足場からが約２割を占めている。その他、はしご、脚立
からの墜落・転落災害が近年増加している。

労働災害発生状況

• 屋根等の端・開口部からの墜落・転落災害では、特に小規模工事において、対策を実施するためのノウハウの不足等から手すり等の設置や要
求性能墜落制止用器具の使用等、法令上の措置が不十分。

• 足場での通常作業中の墜落・転落災害では、手すり等がなく、足場の安全点検が行われていない事例が散見されている。

• 一側足場にあっては、法令上手すり等の設置義務がない。

• 足場の組立・解体中の墜落災害では、手すり等がない場合に墜落制止用器具を親綱にかけておらず転落したケース等が認められた。

災害の特徴と課題

１．屋根・屋上等の端・開口部からの墜落・転落防止対策

○ マニュアルの作成・普及
・ 最新の木造家屋建築工事における墜落等防止対策
・ はしご・脚立（内装工事を含む）からの墜落防止対策
・ ２ｍ未満の低所からの墜落転落防止対策

２．足場での通常作業中の墜落・転落防止対策

○ 足場点検の確実な実施
＊ あらかじめ点検実施者を指名（作業開始前及び組立て等後点検）
＊ 点検実施者の氏名の記録及び保存（組立て等後点検）
・ 組立て等後点検実施者は足場の組立て等作業主任者で能力向上教

育を受講した者等を推奨、点検実施者の能力と労働災害や法令違反
との関係について調査・検討

３．足場の組立・解体中の墜落・転落防止対策

○ 作業手順の遵守徹底

・ 足場の組立・解体作業時における正しい作業手順の遵守の徹底

○ 手すり先行工法等の普及促進

・ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」の内容の充実（足場部
材の最新の安全基準の反映等）、周知・指導とフォロー

４．足場の壁つなぎの間隔
・ くさび緊結式足場での壁つなぎ間隔等について、足場に関する科学

的知見の収集とデータに基づいた対応

講ずべき対策 ＊は法令改正事項 ○ 一側足場の使用範囲の明確化
＊ 本足場の設置に十分なスペースがある場合には、本足場を使用す

ることを原則

将来の課題
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今後の埼玉建設工事関係者連絡会議でお願いしたいこと

 次回の会議より下記事項に関する報告をお願いしたい

（「埼玉第13次労働災害防止計画」の取組内容より抜粋）

• 墜落・転落災害防止対策

• 墜落制止用器具の適切な使用

• 復旧・復興工事における労働災害防止対策 等

埼玉第14次労働災害防止計画で策定する目標達成に向けた各者の取組目標・取組状況

（「埼玉県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画」より抜粋）

• 適正な請負代金の額（安全衛生経費の確保）、工期等の設定

• 設計、施工等の各段階における措置

• 建設業者及び建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の向上

• 建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上 等

県計画で定める方針に関する各者の取組目標・取組状況
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